
５年毎の業務委託条件の見直し
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【議題４ – １】 資料3-2



主な整理内容検討項目

履行実績と契約数量の対比、 要求水準等の達成状況「業務数量」は適切か? ※主に管路施設１

修繕計画と契約条件の対比、 緊急対応の遅れ「上限金額の設定」は適切か? ※設備修繕、緊急対応ほか２

項目追加・削除の要否、 実績値の時点修正、 基準値の見直し「要求水準・評価基準の項目・基準値」は適切か?３

対象施設の変化、 市ストマネの見直し、 法律等の改正「社会情勢の変化」に対応できているか?４

人件費削減状況、 社会経済状況の変化によるコスト縮減目標への
影響、契約によるコスト縮減要求による業務品質への影響、新技術
導入の検討状況

「コスト縮減」は予定通り達成しているか?５
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【見直しの目的（特記仕様書 別紙-40）】
 より良い業務品質の確保及び向上を図るため、基本的に５年ごとに業務委託条件に関する見直しを行う。

①業務履行実績の評価、業務期間内の技術革新、制度改正等の社会情勢の変動に対応する
②新技術導入等に伴うコスト削減効果の評価を実施する

４‐１．５年毎の業務委託条件の見直し
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４‐１．５年毎の業務委託条件の見直し

【これまでの有識者会議における意見①】

審議会
コメント

対応方針
(案)

有識者の意見回次

項目４ に
おいて検討

努力によるユーティリティ削減の評価や使い過ぎによるペナルティはあるのか。R5.2.24
⾧期契約だからこそユーティリティも安価に調達できるのではないか。
今後どう進めていくのか。

R6.1.29

項目４ に
おいて検討

※必要に応
じてR9年度
を待たずに
適用すること
も検討

抽水所に対する電力・燃料の削減について是正対象とするのか。
（薬品の削減努力と同列に考えるのか）

R5.2.24

評価指標については、処理水量に対する原単位で考えるのがよい。R5. 2.24
評価基準について、受注者がコントロールできない範囲がある。
雨の降り方や想定降雨を踏まえた検討が必要。

R5.6.28

市直営で運転管理していた頃の実績も用いて、基準値等の見直しを検
討してはどうか。

R5.6.28

ユーティリティ使用量については、項目ごとだけでなく、処理区ごとの評価も
行ってはどうか。

R7.1.27

気候変動により雨の降り方に変化があるなら、それを考慮した維持管理の
指標・目標を契約に反映していく必要があるのではないか。

R7.1.27

インバウンド人口増加を想定するなら、ユーティリティにかかる基準も見直す
必要があるのではないか。

R7.1.27

《処理場・抽水所施設に関する意見》
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【これまでの有識者会議における意見②】

審議会
コメント

対応方針(案)有識者の意見回次

項目１、５ において
検討

予防保全には適切な時期に修繕を行う必要があり、老朽化に起因した
修繕費用の増加を想定する必要がある。

R6.1.29

受注者の裁量範囲で
あるため、契約で規定
するのは困難

※サービスレベル向上に向けて
PDCAに取り組む

事故報告では老朽化が主な要因となっており、巡視点検の頻度や回数
などについて仕様書への記載について検討が必要。

R6.7.19

計画的維持管理について、点検項目の濃淡をつけるなど老朽化傾向を
つかむ工夫を行ってはどうか。

R6.7.19

審議会
コメント

対応方針(案)有識者の意見回次

サービス水準やインセン
ティブのあり方について議
論が必要

※５年毎の見直しスケジュールに
よらず検討

現状ではある程度市が責任を負いつつ創意工夫を求めるが、その先には
どういったサービス水準を求めるのか考える必要がある。

R6.1.29

受注者がコントロールすることでメリットが得られなければインセンティブが
働かない。仕様発注と同じになる。
うまくマネジメントすることでメリットが得られる形がよい。

R6.7.19

現時点では、市が改築
更新を実施している。見
直しの際は、リスク移転も
検討する。

ウォーターPPP導入はフェーズ３（コンセッション）に向けた進歩であり、
将来的には経営リスクを受注者に移転することも考えられる。

R7.1.27

《管路施設に関する意見》

《その他》

４‐１．５年毎の業務委託条件の見直し



5着色している工種については、履行数量が過去実績等（別紙12）を下回っているものを示す。

計画的業務 ・ 改築業務 履行状況をそのまま反映するのは問題あり （巡視・点検・調査については計画数量を維持）

４‐１．５年毎の業務委託条件の見直し
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③許認可等業務の各種申請書の届出件数

（単位：件）

項目
①現契約

（年平均）
R4 R5 R6

②年平均

（R4～R6）

差

（②－①）

工事施工通知 立会依頼書 8,010 7,170 6,927 6,729 6,942 -1,068

沿道土地掘削届 154 0 0 1 0 -154

付近地掘削届 36 22 22 30 25 -11

ベントナイトならびに薬液注入使用届 231 227 143 184 185 -46

施工承認申請書 603 536 477 467 493 -110

固着申請書 75 47 35 31 38 -37

維持承認申請書 5 3 4 6 4 -1

下水道使用届 1,555 586 535 487 536 -1,019

排水設備計画確認申請書 3,823 4,072 4,032 3,840 3,981 158

合計 14,492 12,663 12,175 11,775 12,204 -2,288

住民対応業務
①申告件数

（単位：件）

項目
①現契約

（年平均）
R4 R5 R6

②年平均

（R4～R6）

差

（②－①）

下水つまり 1,532 1,417 1,079 959 1,152 -380

集水ます・取付管 586 85 445 359 296 -290

本管 38 48 24 24 32 -6

街渠ます、街渠管 190 155 86 48 96 -94

私設下水管 662 1,092 502 502 699 37

私設汚泥処分 38 31 20 20 24 -14

水路 11 0 0 1 0 -11

その他 7 6 2 5 4 -3

不法投棄通報 60 32 17 17 22 -38

悪質汚水 1 1 0 0 0 -1

建設廃材 1 2 2 2 2 1

廃油 3 4 3 3 3 -0

その他 55 25 12 12 16 -39

浸水報告 84 83 72 44 66 -18

水洗相談 359 935 447 473 618 259

陳情・新設要望 99 6 2 1 3 -96

危険個所 646 716 363 396 492 -154

マンホール蓋 105 124 51 55 77 -28

集水ます蓋 159 217 120 101 146 -13

街渠ます蓋 9 7 3 4 5 -4

舗装復旧跡 5 22 18 9 16 11

道路陥没 189 0 0 0 0 -189

防止柵 3 1 0 1 1 -2

その他 175 345 171 226 247 72

悪臭 502 606 303 355 421 -81

下水臭 383 517 251 285 351 -32

油脂臭 13 4 2 2 3 -10

薬品臭 10 6 5 6 6 -4

ビルピット臭 23 8 2 12 7 -16

その他 73 71 43 50 55 -18

その他申告 1,064 2,534 1,424 1,559 1,839 775

合計 4,346 6,329 3,707 3,804 4,613 267

防臭管取付件数 175 79 37 21 46 -129

②他企業工事等巡視点検

（単位：件）

項目
①現契約

（年平均）
R4 R5 R6

②年平均

（R4～R6）

差

（②－①）

パトロール 25,675 67,002 65,594 41,208 57,935 32,260

管路保全 14,561 45,749 46,864 24,264 38,959 24,398

一般調査 18,082 21,253 18,730 16,944 18,976 894

わずかにマイナスの工種が多い

→ 明確な傾向が無く現状維持を予定

②他企業工事等巡視点検については、大きくプラスとなっている
ことから、CWOの取り組み内容を確認のうえ判断する。

３カ年通じて大きくプラスで数量増

→ 必要量を精査して数量増を検討

全体的にマイナスで数量減

→ 傾向が明確でなければ現状維持を予定

③各種申請書への対応については、15％程度のマイナスとなっ
ていることから、R7年度の状況を踏まえて判断する。

４‐１．５年毎の業務委託条件の見直し



7

処理場・抽水所施設管路施設

①設備の計画・緊急修繕
②各種法定点検

①マンホールポンプ設備の修繕
②緊急対応業務

金額精算している主な工種

当初積算との乖離額を毎年度確保
（スライド処理の代替）

設計変更協議の経過なし
（当初積算の範囲内で対応）

物価高騰等への対応状況

①②計画とおりに修繕・点検が進捗して
いるか?

①計画とおりに修繕が進捗しているか?
②緊急対応業務の実施に遅れが発生して
いないか?

必要業務量の精査

４‐１．５年毎の業務委託条件の見直し
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①平均 R4 R5 R6 ②平均 差（②－①）

直接業務費

管理保全業務

計画的業務

巡視点検

管路施設等設備点検（昼間）

マンホールポンプ点検（昼間） 15,590,000 25,190,000 8,396,667 -7,193,333

電気設備・計装 7,237,683 8,281,840 4,566,300 10,479,310 7,775,817 538,134

エレベータ

上水槽

ガス検知器点検 816,280 709,165 236,388 -579,892

マンホールポンプ点検（昼間）交通誘導員 4,107,000 0 -4,107,000

管路施設等設備点検（夜間）

マンホールポンプ点検（夜間） 1,312,000 0 -1,312,000

マンホールポンプ点検（夜間）交通誘導員 421,200 0 -421,200

汚泥運搬（建設改良）

汚泥運搬 76,425,300 84,244,864 81,999,900 85,256,200 83,833,655 7,408,355

汚泥運搬（収益）

汚泥運搬 17,939,825 17,642,136 24,123,400 25,328,100 22,364,545 4,424,720

管路設備修繕（昼間）

管路設備修繕（マンホールポンプ修繕） 47,689,850 51,596,600 119,415,600 46,573,200 72,528,467 24,838,617

その他施設保守管理

除草・伐採（昼間）

除草（昼間） 4,646,000 6,169,000 2,056,333 -2,589,667

除草（昼間）交通誘導員 633,500 895,500 298,500 -335,000

緑地帯剪定（昼間）

剪定（緑地帯） 2,594,880 5,189,760 3,041,000 3,296,000 3,842,253 1,247,373

発生土・がれき処分

発生土・がれき処分 308,255 556,394 185,465 -122,790

管路設備動力費等

管路設備動力費 50,081,227 48,109,560 45,748,658 51,430,825 48,429,681 -1,651,546

クラウドサービス利用費 4,608,000 13,280,000 13,974,000 3,780,000 10,344,667 5,736,667

管路・用地管理材料

鉄蓋類・現場発生品運搬 43,750,000 0 -43,750,000

管路用地管理材料 5,090,000 0 -5,090,000

管路・用地管理材料

鉄蓋類・現場発生品運搬 6,454,000 0 -6,454,000

管路用地管理材料 5,132,000 0 -5,132,000

緊急対応業務

緊急対応業務

緊急作業・緊急工事 20,175,991 23,959,800 45,443,492 21,989,700 30,464,331 10,288,340

緊急作業・緊急工事 14,643,000 4,015,000 2,250,000 0 2,088,333 -12,554,667

予防保全・緊急対応業務

予防保全業務

土のう製作（材料のみ） 214,400 0 -214,400

止水板補修 511 511 0 0 170 -341

緊急対応業務

災害時緊急作業・緊急工事 0 0 0 0 0 0

329,870,902 256,320,071 340,562,350 281,653,394 292,845,272 -37,025,630

精算当初設計

（市見解）
トータルで予算不足は発生していない。
緊急対応業務の積み残しも発生していない。

現在の上限額の設定で問題は無い。

４‐１．５年毎の業務委託条件の見直し
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物価上昇に
よる増額

・
・
・

・
・
・

A設備修繕
物価上昇分

⇒インフレスライド対応

B設備修繕

C設備修繕

・
・
・

・
・
・

D設備修繕

E設備修繕

F設備修繕

・
・
・

・
・
・

A設備修繕

B設備修繕

緊急修繕案件

C設備修繕

・
・
・

・
・
・・
・

E設備修繕

F設備修繕

D設備修繕

４‐１．５年毎の業務委託条件の見直し

（受注者意見）
修繕費の抑制には、市の改築更新が必須である。
現在、改築更新の遅れが課題である。
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基準値項目求められる姿

０件/年道路陥没、下水つまりによる第三者被害
件数
ただし、その原因が本市の管理施設に起因しない
場合や受注者の過失によらない場合を除く。

管路の巡視・点検・調査等により道路陥没や下水つまりの原因に繋
がる不良個所を発見し適切な対応・措置を行う。
通報等があった場合、現場に急行し、適切な安全対策を実施するこ
とで、第三者被害の発生を防止する。

基準値項目求められる姿

265件/年 以下道路陥没の発生件数第三者被害に繋がる道路陥没や下水つまりの発生を削減
する。 935件/年 以下下水つまりの発生件数

2時間45分以内道路陥没、下水つまりの申告対応時間通報等があった場合、適切な安全対策を実施するため現場
に急行する。

実績

R4 R5 R6 見直し係数 見直し案

169 177 173 173 (65%) 0.85 230

596 662 524 594 (64%) 0.84 790

2時間30分 2時間30分 2時間30分 2時間30分 据え置き

平均道路陥没、下水詰まりの発生件数

道路陥没 年間 265 件以内

下水詰まり 年間 935 件以内

道路陥没、下水つまりの申告対応時間

現場到着時間 以内2時間45分

４‐１．５年毎の業務委託条件の見直し
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・要求水準で定める水質基準を遵守するため、適切な運転管理の指標として設定
・過去の水量、水質に対する実績を元に、薬品使用量等の評価基準値を算出
・電気使用量、次亜塩素酸ナトリウム、高分子凝集剤については、量に加え原単位も設定
・その他の薬品等については、放流水質確保を目的としつつ、予算管理の観点からも
使用量を評価基準値に設定

適切な運転管理の指標として、評価基準値を見直す
（今回は、直近３年としてR４～R６年度の実績を使用する）

・各種ユーティリティについては、水量を踏まえた原単位で管理することを基本とする
・小規模抽水所の電力については、方面毎に一括で管理する（管理値）
（小規模抽水所:10万ｋWh／年 未満の抽水所）

・年度末の報告時、評価基準値超過していれば、セルフモニタリング報告書を提出する
ただし、評価基準値との差が標準偏差に収まっていなければ、逸脱した理由の考察を
セルフモニタリング報告書に記載する

【当該年度の原単位】 ー 【評価基準値】 ＜ 標準偏差

４‐１．５年毎の業務委託条件の見直し



備考包括委託への影響内容項目

★要求水準
（放流水質）

下水道法
（大腸菌群数の水質基準）法令等の改正

スライドで処理物件費（CWO外注）
資材価格の高騰
（トランプ関税、ウクライナ、中東情勢等）物価・賃金の高騰
労務費の高騰 市人勧を適用CWO直営人件費

★評価基準
（ユーティリティ）

維持管理の工夫によるエネルギー消費量の
削減

大阪市下水道カーボンニュー
トラル基本方針

金額精算で処理運転管理費経費
（労務、ユーティリティ）

気候変動（異常気象）を踏まえ、計画降
雨を見直し、動員対応等

大阪市下水道浸水対策計
画2025

★
（主に管路施設）

業務数量
（調査・点検、修繕）

老朽化の進行
（各種ライフライン）

対象施設の変化
契約に反映済運転管理費経費

（労務、ユーティリティ）
夢洲にある下水道施設の追加
（夢洲抽水所）

★
※今後、国の動向を注視

業務数量
（調査・点検・巡視）

管路に対するストックマネジメントの見
直し他都市で発生した課題

（八潮市の道路陥没）
契約に反映済
※今後、必要量を精査

業務数量
（取替数量:改築）

事故防止対策の促進
（取付管・マンホール蓋の改築更新）

12
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備考包括委託への影響内容項目

―中央省庁が上下水道部門を統合上下水一体化

R7年度より業務追加
※議題5-2

―更新と維持管理の一体マネジメントW-PPP（官民連携）

――電子化、省力化IT・DXの活用

13

４‐１．５年毎の業務委託条件の見直し

受注者からの意見項目

市予算の費目管理により修繕等の発注ができないなど、性能発注の裁量に影響あり。
上限額の増額に加え、裁量の範囲拡大を希望。予算管理について

現在の国内の労働市場にそぐわず、縮減効果しいては当社の経営にも影響を及ぼしてる。労務費の高騰について
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・放流水質の向上とエネルギー使用
量削減はトレードオフの関係にある。
・放流水質の確保とエネルギー使用
量削減のバランスを考慮した維持
管理が求められる。

どのような契約にすればよいか?
・金額精算だとCWOにインセンティブが無い。
・win-winとなる契約条件はどのようなものか?

◆大阪市で排出する温室効果ガスの内訳
（2021年度）

出典:2019（令和元）～2021（令和３）年度の
大阪市地球温暖化対策実行計画

※下水の排出量には、アナモックス処理施設を含むため
実際は若干数値が小さくなる

４‐１．５年毎の業務委託条件の見直し
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【実施数量の変化】
・取付管、マンホール取替え（修繕）
・管路 調査、巡視点検

老朽化の進行を踏まえて
業務量増が必要か?

（市見解）
適正な維持管理により、事故発生状況（道路陥没・下水つまり等）は抑制されているが、老朽化の進行による事故
防止に向けてR7から改築更新業務を追加。
本管の改築更新は市が実施しており、包括委託の業務内容は取付管・ます、マンホール蓋の取替え・補修に限定。

R７現在の業務量で問題は無いと考える。

４‐１．５年毎の業務委託条件の見直し
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2億円/年（後年の10年間）

【効果額実績】 約4億円/年

H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23

削

減

効

果

前包括委託 現包括委託

 11億円/年

計 ２２０億円

計 ２０億円
計 ８０億円

計 ５５億円

：多様な雇用形態の活用によるコスト削減（前包括からの継続）
：多様な雇用形態の拡大によるコスト削減
：新技術等の導入によるコスト削減

 包括委託では、多様な雇用形態の活用と新技術等の導入により320億円のコスト縮減を見込んでいる。
（契約時点でVFMを控除済）

コスト縮減額
220+80+20＝320億円

 多様な雇用形態の活用(220億円)は、前包括の
継続により達成可能。

 新技術等の導入(20億円)は、効果発現に向けて
取組を進めており、達成できる見込み。

※右表は現在の取組みの一例（下水処理場・抽水所）

 多様な雇用形態の拡大(80億円)は、受発注者間
で評価手法を検討中。

４‐１．５年毎の業務委託条件の見直し



埼玉県八潮市における道路陥没を踏まえた対応状況
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【議題５ その他報告事項１】



18出典:国交省ホームページ（第1回 下水道等に起因する大規模な道路陥没事故を踏まえた対策検討委員会 資料より抜粋）

５-１．埼玉県八潮市における道路陥没を踏まえた対応状況



19出典:国交省ホームページ（第1回 下水道等に起因する大規模な道路陥没事故を踏まえた対策検討委員会 資料より抜粋）

５-１ ．埼玉県八潮市における道路陥没を踏まえた対応状況
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【国設置の有識者委員会の提言】
 大規模道路陥没の発生を踏まえ、『下水道等に起因する大規模な道路陥没事故を踏まえた
対策検討委員会』を設置。

 令和7年3月17日同委員会より、今回と同種・同類の事故を未然に防ぎ、国民の安全・安心
が得られるよう、下水道管路の全国特別重点調査を実施すべきとの提言が出された。

出典:国交省事務連絡 「下水道管路の全国特別重点調査について」 添付資料

５-１ ．埼玉県八潮市における道路陥没を踏まえた対応状況
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【全国特別重点調査の対象施設】

５-１ ．埼玉県八潮市における道路陥没を踏まえた対応状況

 内径２m以上かつ1994年度以前に布設した管路が対象。 ※断面積が同等以上の非円形管を含む



【全国特別重点調査の実施状況】
 6月28日時点で、15.9㎞に対する調査を完了

進捗率
進捗

全体カテゴリー
R7.6.28時点

21.8％5.5㎞25.2㎞①優先箇所（国要請）

0.0％0.0㎞4.3㎞②優先箇所（本市独自）

5.2％10.4㎞198.7㎞③その他

7.0％15.9㎞228.2㎞計

【今後の取組み】
①テレビカメラ（自走式・浮流式）やドローンなど最新技術を活用して、全国特別重点調査を
期限内に完了させる。

②緊急度Ⅰ・Ⅱと判定された管路について、適切な措置を講じる。（空洞調査による安全確認
を含む）

③有識者委員会における検討状況など国の動向を注視し、管路施設の維持管理のあり方につ
いて適宜見直しを行う。 22

５-１ ．埼玉県八潮市における道路陥没を踏まえた対応状況

※優先箇所①は8月8日までに、それ以外の箇所②③は来年2月末までに、国へ報告することが求められている。



ウォーターPPPの業務内容
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【議題５ その他報告事項２】
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５-２ ．ウォーターPPPの業務内容

PPP

【ウォーターPPPとは】
 国は、下水道事業を巡る厳しい経営状況や執行体制の脆弱化の中で持続可能な事業運営を図る
ため、コンセッション方式（レベル4）と、コンセッション方式に準ずる効果が期待できる官民連携方式
（レベル3.5）を、新たに「ウォーターPPP」として位置づけ、導入を推進している。

 ウォーターPPP （レベル3.5）導入には、①⾧期契約、②性能発注、③維持管理と更新の一体マネ
ジメント、④プロフィットシェア の４要件を充足する必要がある。
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＋小規模維持工事
設備修繕

下水道施設の
運転・維持管理

住民対応業務ほか

:３条経費

:４条経費

一部の改築更新
（取付管ほか）

更新計画案
の作成

（政策的事業※は除く）

追加業務

※政策的事業とは、
・大規模な処理場再構築、幹線管渠整備 など

コンストラクション
マネジメント
の検証

５-２ ．ウォーターPPPの業務内容

【本市のウォーターPPP導入に向けた対応】
 包括委託契約は、ウォーターPPP（レベル3.5）の４要件のうち ①⾧期契約、②性能発注、④プロ
フィットシェアの３つが既に契約に規定されている。

 ③維持管理と更新の一体マネジメントについては、包括委託契約に「下水道施設の更新計画案作成
業務」を追加することで要件化を充足し、令和７年度より『レベル3.5（更新支援型）のウォーター
PPP』を導入する。

 将来の『レベル４、レベル3.5（更新実施型）』への移行を見据え、設計積算ならびに施工管理に対
するコンストラクションマネジメント適用に向けた課題整理を行う。

現在の包括委託（R7年度当初）

WPPPの要件充足 将来に向けた課題整理

※改築計画は受注者が作成



水質管理、運転操作、保守点検

利用料金直接収受

工事発注・契約

設計・積算・施工監理

計画案作成

修繕計画案作成・実施

ユーティリティー調達・管理

災害対応

計画策定、交付金申請

モニタリング

下水道法の最終責任

公権力行使

浸水対策事業、
処理場再構築事業 等
（政策的判断を要するもの）

単純更新事業

官が担う業務

（R7～）

レベル3.5 レベル4

現包括
契約

ウォーターPPP

段階的に移行

民に任せる業務

26

５-２ ．ウォーターPPPの業務内容

【受発注者間の業務分担（イメージ）】
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別添資料
（モニタリングチェックシート）
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３．モニタリング実施状況（令和６年度）

モニタリング結果凡例
〇 ： 問題なし △ ： 問題ないが改善可能
× ： 業務履行に問題あり

黒字：書類整理改善 赤字：現場調査改善

業務モニタリング確認４０項目（管路施設）
※モニタリングマニュアルチェックシートによる確認

東部 西部 南部 北部

①作業計画 〇 〇 〇 〇

②車両の稼働状況 〇 〇 〇 〇

③安全衛生 〇 〇 〇 〇

④資材、原材料等貸与物品配置図在庫管理状況 〇 〇 〇 〇

 1-3)計画的維持管理の実施状況

①下水管路施設の巡視 〇 〇 〇 〇
②下水管路施設の点検 〇 〇 〇 〇

③下水管路施設の調査 〇 〇 〇 〇

④本管つまり清掃等（ラード個所、伏越個所等） 〇 〇 〇 〇
⑤腐食等の点検確認 〇 〇 〇 〇

⑥構造物の点検結果 〇 〇 〇 〇

 1-4)大雨・地震時災害時の対応

①状況に応じた災害対応要員を確保できたか 〇 〇 〇 〇
②被害状況等の確認及び報告は速やかに実施
できたか

〇 〇 〇 〇

③消防訓練、震災訓練等 〇 〇 〇 〇

 1-5)緊急時、事故時の対応状況

①緊急時・事故時の速報・連絡 〇 〇 〇 〇

②緊急時・事故の対応措置が適切であったか 〇 〇 〇 〇

観点 確認内容・項目 改善が必要と思われる事項（△） 改善内容 進捗状況

 1-1)施設の運転・維持管理方法

モニタリング結果
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モニタリング結果凡例
〇 ： 問題なし △ ： 問題ないが改善可能
× ： 業務履行に問題あり

黒字：書類整理改善 赤字：現場調査改善

業務モニタリング確認４２項目（管路施設）
※モニタリングマニュアルチェックシートによる確認

３．モニタリング実施状況（令和６年度）

東部 西部 南部 北部

 2-2)維持管理状況と結果（要求水準の確認）

①施行通知 〇 〇 〇 〇

②沿道掘削届 〇 〇 － －

③附近地掘削届 〇 〇 〇 〇

④ベントナイト薬注届 〇 〇 〇 〇

⑤施行承認 〇 〇 〇 〇

⑥維持承認 － 〇 〇 －

⑦固着申請 〇 〇 〇 〇

⑧下水道使用届 〇 〇 〇 〇

⑨排水設備計画確認 〇 〇 〇 〇

⑩管渠内の土砂等の堆積確認 〇 〇 〇 〇

⑪浚渫（直営） 〇 〇 〇 〇

⑫新設、補修（撤去含む）、マンホール蓋取替の
実施状況

〇 〇 〇 〇

⑬補修工事 〇 〇 〇 〇

⑭蓋改良 〇 〇 〇 〇

⑮業務委託（小規模単純更新など） 〇 〇 〇 〇

観点 確認内容・項目
モニタリング結果

改善が必要と思われる事項（△） 改善内容 備考
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業務モニタリング確認４２項目（管路施設）
※モニタリングマニュアルチェックシートによる確認

モニタリング結果凡例
〇 ： 問題なし △ ： 問題ないが改善可能
× ： 業務履行に問題あり

黒字：書類整理改善 赤字：現場調査改善

３．モニタリング実施状況（令和６年度）

東部 西部 南部 北部

 2-3)市民サービス（申告等）

①下水つまりおよび清掃依頼 〇 〇 〇 〇

②悪臭 〇 〇 〇 〇

③危険個所 〇 〇 〇 〇

④浸水通報 〇 〇 － －

⑤不法投棄 〇 〇 － 〇

⑥水洗相談 － 〇 － 〇

⑦陳情、市民要望 － 〇 － 〇

⑧私道対策の受付調査 〇 〇 － －

⑨陥没調査 〇 〇 〇 〇

⑩防臭管取り付け 〇 〇 〇 〇

観点 確認内容・項目
モニタリング結果

改善内容 備考改善が必要と思われる事項（△）
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業務モニタリング確認４６項目（処理場・抽水所施設）

モニタリング結果凡例
〇 ： 問題なし △ ： 問題ないが改善可能
× ： 業務履行に問題あり

ユーティリティ 達成機場数/対象機場数

３．モニタリング実施状況（令和６年度）

備考
改善
内容

改善が必要と
思われる事項

モニタリング結果
確認内容・項目

観
点 北部南部西部東部

1-1)施設の運転・維持管理方法

○○○○
① 運転維持管理体制とその職務分担、責任は明確になっていること。

○○○○
② 受託業務の内、外部発注する範囲と考え方

○○○○
③ 業務を遂行するに足る要員配置ができていること

○○○○
④ 資格者の配置は、法令を遵守していること

○○○○
⑤ 排水・処理施設の運転方針（水質等の管理目標と管理方法）

○○○○
⑥ ユーティリティの管理方針（ユーティリティの管理目標と管理方法）

○○○○
⑦ 保守点検の実施方針（保守点検対象及び方法、頻度・周期等の準拠規格等合
理性に関する説明）

○○○○
⑧ 法定点検の実施方針(対象と方法)

○○○○
⑨ 修繕の実施方針(実施範囲と方法)

○○○○
⑩ 廃棄物の処分計画(委託先等)

○○○○
⑪ 安全対策方針（教育訓練計画、点検、体制）

○○○○
⑫ 品質管理方針(目標と方法)

7 回16 回8 回17 回
⑬ 市民対応（処理場見学、一般公開等）

1-2)各種法令の規制値等の遵守状況

○○○○
① 水質汚濁防止法、大阪府条例、下水道法で定められている放流水質基準値の
遵守

○○○○
② 雨天時放流量水質（下水道法）

○○○○
③ ダイオキシン類対策特別措置法による排出基準

○○○○
④ 大気汚染防止法による排気ガス中のばいじん等の濃度

○○○○
⑤ 悪臭防止法による規制値
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業務モニタリング確認５５項目（処理場・抽水所施設）

モニタリング結果凡例
〇 ： 問題なし △ ： 問題ないが改善可能
× ： 業務履行に問題あり

ユーティリティ 達成機場数/対象機場数

３．モニタリング実施状況（令和６年度）

備考
改善
内容

改善が必要と
思われる事項

モニタリング結果
確認内容・項目

観
点 北部南部西部東部

1-4)大雨・地震等災害時の対応

○○○○
① 状況に応じた災害対応要員を確保できたか

○○○○
② 被害状況等の確認及び報告は速やかに実施できたか

○○○○
③ 消防訓練、震災訓練時

1-5)緊急時、事故時の対応状況

○○○○
① 緊急事態、事故防止及び対応方針

○○○○
② 緊急事態、事故時の連絡体制

○○○○
③ 緊急時・事故時の速報・連絡

○○○○
④ 緊急時・事故の対応措置が適切であったか

1-6) CO2等環境負荷の状況

「ユーティリティ費用の超過について」参照17/238/129/1613/19① エネルギー使用量・原単位

「ユーティリティ費用の超過について」参照※※※※② 薬品(分析試薬を除く)等の使用量・流量等

○○○○③ 環境負荷等の削減のために実施した取組内容

○○○○④ 年間CO２排出量

○○○○⑤ 省エネ対策・削減量

○○○○⑥ 再利用水・高度処理・脱臭設備維持管理費

2-1)運転結果（性能水準の確認）

○○○○① 雨水ポンプの運転（通常）

「ポンプ運転危険水位超過について」参照14/162/76/97/13② 雨水ポンプの運転（危険水位超過時）

「ユーティリティ費用の超過について」参照3/41/22/33/3
③ 水処理、汚泥処理施設の状態【処理水量、COD・TP・TN(日平均値、日最大値)、
消化ガス発生量など】

○○○○④ 水処理、汚泥処理成績

○○○○⑤ 運転管理基準値等超過時の対応
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業務モニタリング確認５５項目（処理場・抽水所施設）

モニタリング結果凡例
〇 ： 問題なし △ ： 問題ないが改善可能
× ： 業務履行に問題あり

ユーティリティ 達成機場数/対象機場数

３．モニタリング実施状況（令和６年度）

備考
改善
内容

改善が必要と
思われる事項

モニタリング結果
確認内容・項目

観
点 北部南部西部東部

2-2)維持管理状況と結果（要求水準の確認）

○○○○① 法定点検・検査の実施結果

①に集約○○○○② 自家用電気工作物等電気設備点検作業の計画

①に集約○○○○③ 自家用電気工作物等電気設備点検結果

①に集約○○○○④ 施設ごとの機器・建築設備の点検整備計画・実施

○○○○⑤ 機器周辺、槽内等清掃状況

○○○○⑥ 故障発生の把握とその措置（緊急修繕を含む）

○○○○⑦ 機器の瑕疵による劣化、破損の有無

○○○○⑧ 計画修繕の実施

2-3) 受託業者の法遵守

1-1）の業務計画書で確認○○○○① 責任者及び有資格者の選任及び届出

1-1）の業務計画書で確認○○○○② 作業に必要な有資格者及び特別教育修了者の配置

1-4）③の訓練で確認○○○○③ 法令上必要な訓練等の実施

2-2）①の法定点検結果で確認○○○○④ 法令上必要な点検の実施

3-1)運転維持管理コストの確認

1-6）①と重複17/238/129/1613/19① 電力、薬品等の使用量(原単位)と価格

1-6）②と重複※※※※② 薬品等の納入量

○○○○③ 補修部品購入費用

○○○○④ 修繕費用

○○○○⑤ コスト削減

3-2)課題収集と提案

○○○○① 受託者が実施した施設等の改善内容

○○○○② 施設の課題把握と改善提案の内容


